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児童生徒を犯罪に加担させないための取組について 

 

標記のことについて、北海道警察本部から周知の依頼がありました。 

連日報道されておりますように、全国各地において、ＳＮＳ等における「犯罪実行者

募集情報」、いわゆる「闇バイト情報」に応募したと思われる者による強盗事件等が多発

しており、他府県においては中学生や高校生も検挙されるなど、誠に憂慮すべき状況に

あるとのことです。 

また、検挙された者の中には、何も知らずに高額な報酬につられて「闇バイト情報」

に応募し、相手方に個人情報を送信した結果、自身や家族に危害を加えるなどと脅迫さ

れ、犯罪に加担してしまう者もいるとのことです。 

このような情勢を踏まえ、北海道警察では、添付のとおり「闇バイト」募集の特徴や、

万が一、応募してしまった場合の相談窓口に係る啓発資料を作成したとのことです。 

つきましては、本取組の趣旨を御理解の上、児童生徒への啓発資料として御活用いた

だきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当 学校相談支援担当係 星野・芳賀 ℡211-3861） 



ＳＮＳ等で闇バイトや不審なアルバイト募集をして

いる相手に、個人情報を送信した結果、自身や家

族に危害を加えるなどと脅迫され、強盗や詐欺に

加担する事件が増えています！

北 海 道 警 察

自身や家族への脅迫が理由であっても、犯罪に関わっ
てはいけません。勇気を持って抜け出し、警察に相談し
てください。
警察は相談を受けたら、あなたやあなたの家族を確実

に保護します。
安心して、そして勇気をもって、今すぐ引き返してく

ださい。
《相談電話～「＃9110」、緊急時～「110番」》

【応募してしまった方へ】

～闇バイト募集の特徴～
□仕事の内容を明らかにせず、高額な報酬の支払いを
提示する
□応募した後、匿名性の高いアプリへ誘導する
□運転免許証や顔写真等の個人情報の送信を求める


